
第 74号議案 

建物の処分について 

上記の議案を提出する。 

令和５年９月 14日 

提出者  大田区長  鈴 木 晶 雅 

建物の処分について 

下記のとおり建物を処分する。 

記 

１  建物の表示 

   所   在  大田区北嶺町 15番４ 

   構   造  鉄筋コンクリート造２階建 

   床  面  積  延床面積 710.35平方メートル 

２ 契約の方法  随意契約による契約 

３  処 分 金 額   金 4,472万 4,552円 

４  契約の相手方    大田区大森北三丁目３番５号 

          社会福祉法人島田福祉会 

          理事長 藤 田 知 意 

（提案理由） 

大田区議会の議決に付すべき契約、財産又は公の施設に関する条例（昭和 39

年条例第５号）第３条の規定に基づき、この案を提出する。 



第 75号議案 

呑川合流改善貯留施設貯留管設置工事請負契約について 

上記の議案を提出する。 

令和５年９月 14日 

提出者  大田区長  鈴 木 晶 雅 

呑川合流改善貯留施設貯留管設置工事請負契約について 

下記のとおり工事の請負契約を締結する。 

記 

１  契約の目的    呑川合流改善貯留施設貯留管設置工事 

管渠
きょ

工（シールド工法） 

特殊人孔工 

２  契約の方法    制限付一般競争入札による契約 

３  契 約 金 額    金 51億 8,782万円 

４  契約の相手方    新宿区西新宿六丁目８番１号 

大成・佐々木・栄伸道路建設工事共同企業体 

 代表者 新宿区西新宿六丁目８番１号 

大成建設株式会社 東京支店 

常務執行役員支店長 中 村 有 孝 

構成員 大田区上池台二丁目 20番２号 

株式会社佐々木組 

代表取締役 小 林 光 一 

構成員 大田区北千束二丁目 11番３号 403 

栄伸道路株式会社 

代表取締役 渡 邉 俊 雄 

５  工 期    契約有効の日から令和９年７月７日まで 



（提案理由） 

大田区議会の議決に付すべき契約、財産又は公の施設に関する条例（昭和 39

年条例第５号）第２条の規定に基づき、この案を提出する。 



第 76号議案 

大田区立馬込小学校校舎増築及び給食室改修その他工事請負契約について 

上記の議案を提出する。 

令和５年９月 14日 

提出者  大田区長  鈴 木 晶 雅 

大田区立馬込小学校校舎増築及び給食室改修その他工事請負契約について 

下記のとおり工事の請負契約を締結する。 

記 

１  契約の目的    大田区立馬込小学校校舎増築及び給食室改修その他工事 

鉄骨造 地上３階建 

延床面積 1,171.59平方メートル 

２  契約の方法    制限付一般競争入札による契約 

３  契 約 金 額    金４億 7,850万円 

４  契約の相手方    大田区西蒲田七丁目 18番４号 

          醍醐建設株式会社 

代表取締役 田 中 常 雅 

５  工 期    契約有効の日から令和７年２月 28日まで 

（提案理由） 

大田区議会の議決に付すべき契約、財産又は公の施設に関する条例（昭和 39

年条例第５号）第２条の規定に基づき、この案を提出する。 



第 77号議案 

仮称大田区大森西二丁目複合施設新築その他電気設備工事（Ⅰ期）請負契

約について 

上記の議案を提出する。 

令和５年９月 14日 

提出者  大田区長  鈴 木 晶 雅 

仮称大田区大森西二丁目複合施設新築その他電気設備工事（Ⅰ期）請負契

約について 

下記のとおり工事の請負契約を締結する。 

記 

１  契約の目的    仮称大田区大森西二丁目複合施設新築その他電気設備工事

（Ⅰ期） 

２  契約の方法    制限付一般競争入札による契約 

３  契 約 金 額    金４億 8,400万円 

４  契約の相手方    大田区本羽田三丁目１番９号 

          永岡・城南建設工事共同企業体 

 代表者 大田区本羽田三丁目１番９号 

永岡電設株式会社 

     代表取締役 石 渡 光 男 

構成員 大田区東矢口一丁目 12番 22号 

 株式会社城南サービス 

               代表取締役 磯  收 二 

５  工 期    契約有効の日から令和７年６月 16日まで          

（提案理由） 

大田区議会の議決に付すべき契約、財産又は公の施設に関する条例（昭和 39



年条例第５号）第２条の規定に基づき、この案を提出する。 



第 78号議案 

仮称大田区子ども家庭総合支援センター新築その他電気設備工事請負契約

について 

上記の議案を提出する。 

令和５年９月 14日 

提出者  大田区長  鈴 木 晶 雅 

仮称大田区子ども家庭総合支援センター新築その他電気設備工事請負契約

について 

下記のとおり工事の請負契約を締結する。 

記 

１  契約の目的    仮称大田区子ども家庭総合支援センター新築その他電気設

備工事 

２  契約の方法    制限付一般競争入札による契約 

３  契 約 金 額    金３億 8,500万円 

４  契約の相手方    大田区本羽田三丁目１番９号 

          永岡・城南建設工事共同企業体 

 代表者 大田区本羽田三丁目１番９号 

永岡電設株式会社 

     代表取締役 石 渡 光 男 

構成員 大田区東矢口一丁目 12番 22号 

 株式会社城南サービス 

               代表取締役 磯  收 二 

５  工 期    契約有効の日から令和８年１月 16日まで          

（提案理由） 

大田区議会の議決に付すべき契約、財産又は公の施設に関する条例（昭和 39



年条例第５号）第２条の規定に基づき、この案を提出する。 



第 79号議案 

仮称大田区子ども家庭総合支援センター新築その他機械設備工事請負契約

について 

上記の議案を提出する。 

令和５年９月 14日 

提出者  大田区長  鈴 木 晶 雅 

仮称大田区子ども家庭総合支援センター新築その他機械設備工事請負契約

について 

下記のとおり工事の請負契約を締結する。 

記 

１  契約の目的    仮称大田区子ども家庭総合支援センター新築その他機械設

備工事 

２  契約の方法    制限付一般競争入札による契約 

３  契 約 金 額    金４億 1,250万円 

４  契約の相手方    大田区山王二丁目５番９号 

          不二熱学工業株式会社 東京支店 

          取締役東京支店長 義 山 愼 一 

５  工 期    契約有効の日から令和８年１月 16日まで 

（提案理由） 

大田区議会の議決に付すべき契約、財産又は公の施設に関する条例（昭和 39

年条例第５号）第２条の規定に基づき、この案を提出する。 



第 80号議案 

仮称大田区大森西二丁目複合施設新築その他機械設備工事（Ⅰ期）請負契

約について 

上記の議案を提出する。 

令和５年９月 14日 

提出者  大田区長  鈴 木 晶 雅 

仮称大田区大森西二丁目複合施設新築その他機械設備工事（Ⅰ期）請負契

約について 

下記のとおり工事の請負契約を締結する。 

記 

１  契約の目的    仮称大田区大森西二丁目複合施設新築その他機械設備工事

（Ⅰ期） 

２  契約の方法    制限付一般競争入札による契約 

３  契 約 金 額    金４億 1,250万円 

４  契約の相手方    大田区矢口一丁目４番 10号 

          日本装芸株式会社 

          代表取締役 瀬 戸 潤 一 

５  工 期    契約有効の日から令和７年６月 16日まで          

（提案理由） 

大田区議会の議決に付すべき契約、財産又は公の施設に関する条例（昭和 39

年条例第５号）第２条の規定に基づき、この案を提出する。 



第 81号議案 

災害対策用毛布の購入について 

上記の議案を提出する。 

令和５年９月 14日 

提出者 大田区長 鈴 木 晶 雅 

災害対策用毛布の購入について 

下記のとおり物品を購入する。 

記 

１ 購入の目的  災害対策用物品の備蓄拡充のため 

２ 購入する物品  災害救助用毛布（吸湿発熱・抗菌真空パック包装） 

8,000枚 

３ 契約の方法  指名競争入札による契約 

４ 契 約 金 額  金 2,948万円 

５ 契約の相手方  大田区多摩川一丁目 23番 19号 

株式会社加美屋 

          代表取締役 今 村  優 

６ 納    期  令和６年３月 15日 

（提案理由） 

大田区議会の議決に付すべき契約、財産又は公の施設に関する条例（昭和 39

年条例第５号）第３条の規定に基づき、この案を提出する。 



第 82号議案 

大田区立赤松小学校及び仮称大田区北千束二丁目複合施設改築その他工事

（Ⅰ期）請負契約の変更について 

上記の議案を提出する。 

令和５年９月 14日 

提出者  大田区長  鈴 木 晶 雅 

大田区立赤松小学校及び仮称大田区北千束二丁目複合施設改築その他工事

（Ⅰ期）請負契約の変更について 

下記のとおり契約の一部を変更する。 

記 

１  変更する事項 

  契約金額 

２ 変更する内容 

  当 初 金 額   金 40億 1,500万円 

  第１回変更後金額  金 40億 3,575万 7,000円 

  今回変更後金額   金 42億 4,237万円 

（提案理由） 

令和３年第２回区議会定例会において議決された、大田区立赤松小学校及び仮

称大田区北千束二丁目複合施設改築その他工事（Ⅰ期）請負契約について、工事

請負契約書約款第 25条第６項（インフレスライド条項）を適用したため、大田区

議会の議決に付すべき契約、財産又は公の施設に関する条例（昭和 39年条例第５

号）第２条の規定に基づき、この案を提出する。 


